
新型コロナ感染症の影響

による特別労働相談窓口
１ 特別労働相談窓口

(1) 開設期間 ： 令和２年２月１４日（金）から当面の間（土日祝日を除く平日）

(2) 開設時間 ： ８時３０分～１７時１５分まで

(3) 相談内容

① 新型コロナ感染症の影響による一般的な労働相談

ア 相談窓口 ： 総合労働相談コーナー（雇用環境・均等室内）

イ 電話番号 ： ０２４－５３６－４６００

０８００－８００－４６１１（フリーダイヤル：労働者専用）

ウ 住 所 ： 福島市霞町１－４６ 福島合同庁舎５階

② 新型コロナ感染症の影響による賃金や休業手当に関する相談

ア 相談窓口 ： 労働基準部 監督課

イ 電話番号 ： ０２４－５３６－４６０２

ウ 住 所 ： 福島市霞町１－４６ 福島合同庁舎５階

③ 新型コロナ感染症の影響による雇用調整助成金に関する相談

ア 相談窓口 ： 雇用調整助成金等事務センター

イ 電話番号 ： ０２４－５２９－５６８１

ウ 住 所 ： 福島市曽根田１０－２４

厚生労働省 福島労働局

２ 労働相談以外の相談窓口

(1) 厚生労働省の電話相談窓口
① 電話番号 ： ０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル）
② 受付時間 ： ９時００分～２１時００分（土日祝日も実施）

(2) 帰国者・接触者相談センター
湖北省への渡航歴や感染が明らかな方との接触歴などがあり、発熱や
咳などの症状がある方については、最寄りの保健所などに設置される
「帰国者・接触者相談センター」にて相談を受け付けております。


